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資料 １

鹿児島市タクシー特定地域協議会設置要綱

制定 平成21年1１月２４日

（目的）

第１条 鹿児島市タクシー特定地域協議会（以下「協議会」という ）は、特定地域におけ。

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成２１年法律

第６４号。以下「法」という ）の規定に基づき、鹿児島市（以下「特定地域」という ）。 。

の関係者の自主的な取組みを中心として 当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業 以、 （

下「タクシー事業」という ）の適正化及び活性化を推進することにより、一般乗用旅客。

自動車運送（以下「タクシー」という ）が、地域公共交通としての機能を十分に発揮で。

きるようにするために必要となる地域計画の作成等を行うために設置するものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業者の事業用自動車をいう。

３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の

組織する団体をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー運転者の組織する団体をいう。

５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は

組織の代表者をいう。

（実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

（１）地域計画の作成

（２）次に掲げる地域計画の実施に係る連絡調整

① 地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該事業の

関係者の招集

② 地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な協力の

要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める地域計画の実施に係る連絡調整

（３）特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げ

る事項の協議

① 協議会の運営方法

② 他の協議会との合同開催の実施について

③ ①②に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項
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（協議会の構成員及び任期）

第４条 協議会の構成員は、次に掲げる者とし、任期は平成２４年９月３０日までとする。

（１）鹿児島運輸支局次長

（２）地方公共団体の長又はそれらの指名する者

① 鹿児島県知事又はその指名する者

② 鹿児島市長又はその指名する者

（３）タクシー事業者等

① 社団法人鹿児島県タクシー協会会長

② 鹿児島市タクシー協会会長

③ 鹿児島県個人タクシー協会会長

（４）労働組合等

① 全国自動車交通労働組合総連合会鹿児島地方連合会を代表する者

（５）地域住民の代表

① 鹿児島商工会議所専務理事

（６）その他協議会が必要と認める者

① 鹿児島労働基準監督署長

② 鹿児島県警察本部交通規制課長

（７）協議会の構成員は、鹿児島県内の他の特定地域に係る協議会の構成員を兼務するこ

とができるものとする。

（協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議会の議事運営を総括する。

３ 会長の任期は平成２４年９月３０日までとする。

４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

５ 事務局は、鹿児島運輸支局輸送・監査部門及び社団法人鹿児島県タクシー協会並びに

鹿児島市タクシー協会に置く。

６ 事務局は、協議会の運営に関する事務を行う。

７ 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとす

る。

（１）役員の選出を議決する場合

法第８条第１項及び第２項各号に掲げる協議会の構成員において、タクシー事業者

等及び労働組合等はそれぞれ種別毎に１個の議決権とし、その他の構成員については

各自１個の議決権を与える。議決権の過半数以上に当たる多数をもって行う。

（２）設置要綱の変更を議決する場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 九州運輸局長又はその指名する者が合意していること。

② 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意している

こと。
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③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者が特定地域内の営業所に配

置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該

特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

④ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっているタク

シー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会

の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が当該特定地

域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

⑤ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑥ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑦ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意していること。

（３）地域計画の作成を議決する場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① （２）①②及び④から⑥までに掲げる要件を満たしていること。

② 地域計画に合意したタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車

両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両の総台数の

過半数であること。

③ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意していること。

④ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く ）の過。

半数が合意していること。

⑤ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められた事

業の実施主体とされたものが合意していること。

（４ （１）から（３）まで以外の議決を行う場合（１）の議決方法を持って決すること）

とする。

８ 協議会は、地域計画作成後も定期的に開催することとする。

９ 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるも

のとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものと

する。

10 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、

。議決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができるものとする

11 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。

また、必要に応じて代理出席を認めることが出来るものとする。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会

に諮り定める。
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構　成　員 氏　　　名

地方運輸局 鹿児島運輸支局次長 西 村 昭 市

鹿児島県鹿児島地域振興局総務企画部総務企画課長 別 府 辰 美

鹿児島市企画財政局企画部交通政策課長 山 口 順 一

社団法人鹿児島県タクシー協会　会長
鹿児島市タクシー協会　会長

羽仁 正次郎

鹿児島県個人タクシー協会　会長 小出水 幸雄

労働組合等
全国自動車交通労働組合総連合会
鹿児島地方連合会　書記長

瀬戸山 実義

地域住民 鹿児島商工会議所　専務理事 竹 元 明

鹿児島労働基準監督署長 松 本 賢 治

鹿児島県警察本部交通部交通規制課長 内 匠 金 利

構成員名簿（鹿児島市）

ガイドライン等

法
8
条
1
項
に
掲
げ
る
者

地方公共団体

タクシー事業者等

法
8
条
2
項
に
掲
げ
る
者

その他協議会が
必要と認める者

事務局
共同事務局　鹿児島運輸支局
　　　　　　社団法人鹿児島県タクシー協会
　　　　　　鹿児島市タクシー協会



「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の
適正化及び活性化に関する特別措置法」

制定の背景と協議会の目的

資料 ２
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特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の
適正化及び活性化に関する特別措置法（特措法）とは？
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「安心・安全なサービスを提供するためのタクシー

特措法制定の背景



ｰ
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特措法制定の経緯
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協議会設置の目的
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協議会とは



鹿児島県のタクシー事業の状況

資料 ３
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Ⅰ.タクシー事業の状況



１．一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）とは・・・・

- 2 -



２．タクシー事業に関する現行制度の概要

福岡交通圏・北九州交通圏では、地理試験に合格するなど一定の要件を満たし、国土交通大臣の登録を受けた者でな
ければタクシーの運転者として乗務させてはならい。

（福岡交通圏のみ）

・輸送の安全確保に必要な体制・能力の審査（例：車庫・休憩仮眠施設、教育・指導体制等）
・事業を適確に遂行するに足る能力の審査（例：資金計画、法令知識試験、損害賠償能力、最低保有車両数等）
・欠格事由（過去２年以内に事業許可の取消処分を受けていること等）に該当しないこと

○新規許可・増車認可の審査基準に、新たに発生する輸送需要によることを追加
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３．タクシー事業が抱える課題のまとめ
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Ⅱ.タクシー事業の輸送の現況
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１．各特定地域のタクシー事業者数・タクシー台数（1）
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2390450194045平成１４年３月末

2436418201842平成２１年３月末

車両数事業者数
タクシー計個人タクシー

法人タクシー

鹿児島市

22915平成１４年３月末

21014平成２１年３月末

車両数事業者数

法人タクシー

川薩交通圏



２．新規許可状況（平成14年2月～）
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45319平成１４年３月末

43017平成２１年３月末

車両数事業者数

法人タクシー

鹿児島空港交通圏

19211平成１４年３月末

1598平成２１年３月末

車両数事業者数

法人タクシー

鹿屋交通圏

１４両２社鹿屋交通圏

３３両３社鹿児島空港交通圏

--川薩交通圏

１３２両５社鹿児島市

車両数事業者数

※区域拡張を含む

１．各特定地域のタクシー事業者数・タクシー台数（2）



３．鹿児島県のタクシー各種指標の推移（法人のみ、 H13-100）
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108.0

99.5

129.3

103.5
102.3

99.1 99.8 99.6 99.4 98.0
100.0

98.2

109.8
107.9

97.1
98.4

100.3

89.4

100.0

113.1

106.5

98.1

131.6

121.3

107.5

97.0

103.7
100.6

173.9

100.0

87.7 86.2
93.2

89.3

179.1

132.3

91.4
96.5 95.797.4

104.6

227.9

198.1

85.893.5 91.2 88.4

127.2 126.2

95.1
91.5

100.0

130.3

103.9

138.3

95.6

70

80

90

100

110

120

130

140

50 55 60 2 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年度

70

90

110

130

150

170

190

210

230

期末車両数 期末運転手数 輸送人員 営業収入
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４．各特定地域における法人タクシーの輸送実績の推移（1）

鹿児島市のタクシー各種指標の推移（法人のみ、H１３＝１００）

100.1 100.0
101.5

103.8
102.8 102.8

100.099.3

103.5

92.8

102.8
100.0

93.2

79.3

89.690.7

95.6

93.0

100.0

95.3

104.8

94.0
94.6

97.3

92.0
89.4

95.1

89.4

100.0

104.9

96.7
94.5

93.4

97.3

101.0

98.4

70

75

80

85

90

95

100

105

110

12 13 14 15 16 17 18 19 20
年度

70

75

80

85

90

95

100

105

110
延実働車両数（日車） 日車実車キロ 日車営収 総営業収入
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川薩交通圏のタクシー各種指標の推移（法人のみ、H１３＝１００）

97.6

100.0

102.9 102.4

98.6
96.8

91.1
89.1

103.8

87.8

91.0

86.9

93.5

80.8

95.3

100.0

106.7

92.1

100.0

91.2

100.9

95.6

93.9

94.9

91.6

109.1

97.0

91.9

89.9

96.1

98.6

88.7

85.2

99.7

106.5

100.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

12 13 14 15 16 17 18 19 20
年度

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0
延実働車両数（日車） 日車実車キロ 日車営収 総営業収入

４．各特定地域における法人タクシーの輸送実績の推移（2）
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鹿児島空港交通圏のタクシー各種指標の推移（法人のみ、H１３＝１００）

97.5

100.0
101.1

103.0103.9

97.4
96.4

95.6

98.0

107.5

100.0

97.3

85.3

93.093.6

82.3

91.0

92.9

100.0

108.0

98.8

91.3
91.6

94.9

92.192.0

96.8

88.8

100.0

105.3

97.8

92.5

94.594.8
94.4

90.2

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

12 13 14 15 16 17 18 19 20
年度

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0
延実働車両数（日車） 日車実車キロ 日車営収 総営業収入

４．各特定地域における法人タクシーの輸送実績の推移（3）



- 12 -

鹿屋交通圏のタクシー各種指標の推移（法人のみ、H１３＝１００）

104.6

100.0

108.3108.6 108.8

84.8

93.0
91.6

98.2

89.3

100.4
100.0

90.4

94.0

101.1

106.8

94.0

102.0

100.0

90.4

99.4

107.1

90.7
92.2

98.8
95.7

99.7

89.0

100.0

104.0

98.2

83.8

98.198.7

99.9

98.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

12 13 14 15 16 17 18 19 20
年度

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0
延実働車両数（日車） 日車実車キロ 日車営収 総営業収入

４．各特定地域における法人タクシーの輸送実績の推移（4）



５．鹿児島県におけるタクシー運転者の労働環境（1）

年間推計賃金

248
236

202
187

220

441
453

226232

230226

291288286

309

449

442

443
444

439446444
469462

435
419

100

150

200

250

300

350

400

450

500

3 5 7 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 年度

百万

タクシー運転者 全産業

厚生労働省　賃金構造基本統計調査より
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７．６．１６
（７．５％）
運賃改定 54.4% 51.4%

２０．１０．１０
（９．８８％）
運賃改定



厚生労働省 賃金構造基本統計調査より

１時間当たり単価

816

10291136

966
1040

1128

853
934 905

793

932
838

931

1782
1929

1995
2115

2000 1985
2055 1990 2023 2005 2004 2001

2097

0

500

1000

1500

2000

2500

3 5 7 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 年度

円

タクシー運転者 全産業

平均年齢の推移

41.4

53.4

56.9
58.158.1

54.3
56.5

53.8
53.5

51.5

49.5
51.251.1

49.2

42.442.541.741.94141
41.8

4141.2
40.540.340.1

30

35

40

45

50

55

60

3 5 7 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20年度

年齢

ドライバーの高齢化が見られる。労働賃金が全産業よりも低水準となっている。
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５．鹿児島県におけるタクシー運転者の労働環境（2）



鹿児島県警察本部交通部交通企画課統計資料により

死傷者数

83%

112%

97%

85%

80%
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6．鹿児島県における人身事故発生件数の推移（H13-100）
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適正と考えられる車両数の算定について

資料 ４



適正と考えられる車両数の算定について

○需要量の算定

次式により推定。

需要量（２１年度の推定総実車キロ）
＝２０年度の総実車キロ × 平成１６年度から５年間の総実車キロの各前年度比の平均値

○適正と考えられる車両数の算定

次式により行う。

適正と考えられる車両数

＝需要量 ÷（過去５年間の平均総走行キロ × 平成１３年度の実車率

÷ 過去５年間の平均延実働車両数）÷ ３６５ ÷ 実働率（※）

※実働率については、「９０％」及び「８５％」を適用してそれぞれ算出。

「９０％」 「８５％」
・鹿児島市 約 １，３５０両 約 1，４３０両
・川薩交通圏 約 １５０両 約 １６０両
・鹿児島空港交通圏 約 ３３０両 約 ３５０両
・鹿屋交通圏 約 １３０両 約 １４０両

〈参 考〉 平成２１年３月３１日現在の車両数
・鹿児島市 ２，０１８両
・川薩交通圏 ２１０両
・鹿児島空港交通圏 ４３０両
・鹿屋交通圏 １５９両
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年間必要実働車両数

旅客が利用した距離

１日当たり実働車両数

タクシーが稼働した車両数

÷

適正車両数

タクシーが稼働した割合

平成１３年度
実車率

３６５日 実働率×需要量 ÷ 過去５年間
平均総走行キロ

過去５年度
平均実働車両数

÷ ÷ ÷

＝ ３６５日 実働率需要量 ÷ 年間実車キロ 過去５年度
平均実働車両数

÷ ÷ ÷

＝

＝

＝

需要量 ÷ １両あたり実車キロ

３６５日

＝

÷ ３６５日÷ 実働率

÷ 実働率

÷ 実働率
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「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の

適正化及び活性化に関する特別措置法」

地 域 計 画

資料 ５



- 1-

地域計画の基本的な考え方



- 2 -

地域計画で定める事項



タクシー特定地域協議会 地域計画骨子（イメージ）

①タクシーの公共交通機関としての役割
②タクシー事業の現況

◇タクシー需要の減少
◇規制緩和によるタクシー事業者及び車両数

の増加
◇輸送実績の悪化
◇運転者の労働条件の低下
◇運転者の高齢化
◇需給バランスが崩れたことによる社会的影

響・公共交通としての機能低下
◇タクシー業界の取組み

③取組みの方向性

①タクシーサービスの活性化と良質なサービスが
選ばれる環境づくり

②事業経営の活性化、効率化
③タクシー運転者の労働条件の悪化の防止、改善・

向上
④安全性の維持・向上
⑤交通問題、都市問題の改善
⑥観光への取組み
⑦環境問題への貢献
⑧供給過剰状態の解消
⑨過度な運賃競争への対策

地域計画に定められた具体的な目標に即し、基本方針の三に定める事項を参照しながら、事業の概要、
実施時期及び実施主体を短期的施策、中長期的施策と実施主体について記載する。

３．地域計画の目標を達成するために行う特定事業、その他の事業及びその実施主体に関する事項

１．タクシー事業の適正化・活性化の推進に関する
基本的な方針

２．地域計画の目標
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鹿児島県における特定特別監視
地域のタクシー事業構造改善計画

社団法人 鹿児島県タクシー協会

資料 ６



構造改善計画の背景と目標

背景
◆厳しい経営環境

・景気低迷

・燃料高騰

◆都市機能を

支える使命

目標
●利用者視点

●地域視点

●乗務員視点

●事業者視点
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１．利用者サービスの改善等によるタクシーの需要喚起に関する事項

地方自治体との連携
・関係自治体と連携し、地域住民の利用実態やニーズを把
握し、タクシーの特性を活かした輸送サービスの検討（乗合
タクシー等）

新しい運賃割引制度の導入・検討
・精神障害者運賃割引制度の導入

・運転免許証返納運賃割引制度の導入検討

観光タクシーの充実
・観光ルートの新規開拓と観光ルート別運賃の見直し
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労働条件の改善

・乗務員の賃金の向上

・乗務員負担の廃止・軽減

労働環境の整備

・ドライブレコーダー、防犯カメラの設置促進

・防犯仕切板の設置促進

・仮眠施設等福利厚生施設の充実

2．運転者の労働条件の改善に関する事項
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中心市街地において交通渋滞を惹起するよ
うな違法駐停車等に対する指導の徹底

3．違法・不適切な行為に関する事項

主要なタクシー乗り場等における会員事業者
管理職と協会職員による街頭指導の実施

運転者登録制度の導入検討
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需給不均衡の是正を図るための適正な車両数の供給

環境に優しいハイブリッド車等の導入促進

利用者から要望の多かった禁煙車を全車両で導入

飲酒運転の根絶

乗客のシートベルト着用率向上を図るキャンペーン等対策を
推進

社会・福祉への貢献
（こども１１０タクシー・点字シールの車内貼付）

4．その他必要と認められる事項
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